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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年７月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年７月１５日 １８時３９分ごろ 

発生場所 兵庫県東播磨
ひがしはりま

港 

 東播磨港別府東防波堤灯台から真方位０２８°９５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４２.３′ 東経１３４°５０.５′） 

事故の概要  ばら積貨物船OCEAN
オーシャン

 QUEEN
ク イ ー ン

は、出港作業中、乗り揚げた。 

 OCEAN QUEENは、船首船底部に亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年８月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ばら積貨物船 OCEAN QUEEN（中華人民共和国香港特別行政区籍）、 

８７,６１８トン 

９２７８５７１（ＩＭＯ番号）、ROADSTAR MARINE S.A. 

 ２８９.００ｍ×４４.９８ｍ×２４.４０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１６,８５７kＷ、２００４年（建造） 

 乗組員等に関する情報 船長（中華人民共和国籍） 男性 ３３歳 

免状不詳 

水先人 男性 ６８歳 

内海水先区１級水先人水先免状 

  免 許 年 月 日 平成１４年２月１８日 

  免状交付年月日 平成２７年１月６日 

  有効期間満了日 平成３０年２月１７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底部に亀裂等 

 気象・海象 (1) 気象 

  ① 水先人の観測値 

    天気 曇り、風向 北東、風速 平均 約１２.０m/s、最大

瞬間風速 約１８.０m/s 

  ② 注意報の発表状況 

    神戸地方気象台は、兵庫県加古川市に、７月１５日１０時２

６分強風注意報及び波浪注意報を発表し、本事故時も継続して

いた。 
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(2) 海象 

   潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約９０cm（東播磨港） 

(3) 警戒勧告 

７月１５日１２時００分 

   東播磨港長から東播磨港の船舶に対して台風１１号の接近に伴

う警戒勧告が発表されていた。 

 事故の経過  本船は、船長ほか２４人（全員中華人民共和国籍）が乗り組み、水

先人を乗せ、台風１１号の接近による警戒勧告に伴う港外避難の目的

で、荷役を中断して鉄鉱石約１０９,４５８ｔを積載し、平成２７年

７月１５日１８時２０分ごろ、東播磨港Ｅ－５岸壁（以下「本件岸

壁」という。）を離岸した。 

 本船は、船長の操船指揮の下、水先人が水先し、三等航海士が機関

操作に、甲板手が手動操舵にそれぞれつき、本船の右舷船首に２隻

（３,６００馬力及び３,１００馬力）及び右舷船尾に２隻（３,６０

０馬力及び４,４００馬力）のタグボートを配置した。 

 水先人は、係留索を全て放した後、タグボート４隻で真横に引かせ

て本件岸壁から約５０ｍ離れたところで、船尾のタグボートで引くの

を止め、船首の２隻のタグボートで引き続き真横に引かせて本船が右

回頭を始めた。 

 水先人は、回頭を始めた頃、北東方からの風が強くなり、船体が受

ける風圧により右回頭が止まって本件岸壁に向けて圧流されるおそれ

があったので、岸壁線に対して約２０°回頭した頃、船首の２隻のタ

グボートに全速力で引かせ、機関を極微速力前進にかけて右舵２０°

とし、船尾が本件岸壁から離れるのを確認した後、船尾の２隻のタグ

ボートで押させるとともに機関を微速力前進に増速し、右舵一杯を取

って本件岸壁への圧流を回避しながら右回頭を行った。 

 水先人は、船長と共に左舷ウイングから操舵室前部に移動して船首

方を見ていたところ、港口にある東播磨港別府西防波堤が左舷側にな

ったので水深１２.４ｍの浅所は避けられると判断し、船尾が同浅所

に接近するのを避けようとしてタグボートで引くのを止め、機関を半

速力前進に増速したところ、１８時３９分ごろ、本船が急に左に回頭

するとともに、船首部が乗り揚げたことを知った。 

 水先人は、船長からタンクの測深の結果に異常がない旨の報告を受

けた。 

 本船は、再度タグラインを取り、船首のタンクのバラストを排出

し、船尾トリムをつけ、機関を後進にかけたところ、１９時４５分ご

ろ、浅所から引き出された。 

 水先人は、海上保安庁に本事故の通報を行って港外で下船した。 

 本船は、兵庫県淡路島西方沖で避泊し、タンクの測深を行ったとこ

ろ、船首水タンクに水位の上昇を認めた。 
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 本船は、台風が通過し、警戒勧告が解除されたのち、１７日１１時

３２分、本件岸壁に左舷着けし、潜水士の船底調査の結果、船首部に

亀裂を伴う擦過傷があったので、仮修理を行い、７月２３日揚げ荷を

終えて出港した。 

（付図１ 航行経路図、付図２ ７月１５日１８時００分（日本標準

時）の地上天気図、写真１ 損傷状況、付表１ 本船のＡＩＳ記録

（抜粋） 参照） 

 その他の事項  本船は、入港時の喫水が、船首及び船尾共に約１６.４ｍで、鉄鉱

石積載量が約１４９,０５８ｔであった。 

 本船は、本事故当時、鉄鉱石を約３割揚げ荷し、喫水が、船首約１

４.０５ｍ、船尾約１５.６６ｍであり、満載に近い状態であった。 

 水先人は、東播磨港へのばら積貨物船の水先を行った経験が多数あ

り、本船と同様の貨物船の操縦性能について把握していた。 

 東播磨港は、航路北側の防波堤付近から港内に向かって長さ約１.

８km、幅約４００ｍの水域に、水深１７ｍの浚渫
しゅんせつ

区域が設けられて

おり、同区域の横幅が本船全長の１.４倍程度で、本船クラスのばら

積貨物船にとって船まわし場が十分でなく、本件岸壁の南東方約６０

０ｍの地点に当たる、同区域の東側境界線付近に水深１２.４ｍの浅

所が存在していた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図１ 水深１２.４ｍの浅所 

 「操船通論」（本田啓之輔著、平成２３年株式会社成山堂書店発

行）によれば、次のとおりである。 

 港湾構造物設計基準によれば、望ましいターニングベースン（船ま

わし場）の面積として、①右その場回頭では直径３Ｌ（Ｌ：船の長

さ）の円、②タグを使えば直径２Ｌを標準とするが、③地形などやむ

をえない場合、アンカー、風潮を利用した自力回頭では直径２Ｌ、タ

本件岸壁 

浅所 

１７ｍ浚渫区域 

本 

船 
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グ支援のときは直径１.５Ｌの円までせばめられるとしている。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、台風１１号の接近による警戒勧告に伴う港外避難で、平均

風速約１２m/sの北東風が吹く状況下、船首尾にそれぞれ２隻のタグ

ボートを配置して出港作業中、水先人が、前進行きあしを維持して回

頭したことから、旋回径が大きくなり、浅所に乗り揚げたものと考え

られる。 

 水先人は、船体が受ける風圧により、回頭が止まり、操船不能に陥

って本件岸壁へ圧流するのを回避するため、前進行きあしにより舵効

を得て回頭したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、東播磨港において、台風１１号の接近による警

戒勧告に伴う港外避難で、船首尾にそれぞれ２隻のタグボートを配置

して出港作業中、平均風速約１２m/s の北東風を受けた際、水先人

が、前進行きあしを維持して回頭したため、旋回径が大きくなり、浅

所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・台風接近による警戒勧告に伴う港外避難時において、強風が予想

されるときは、あらかじめ十分なタグボートを配置すること。 
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付図１ 航行経路図 
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本件岸壁 
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兵庫県 

加 古 川 市  

事故発生場所 

（平成２７年７月１５日 

 １８時３９分ごろ発生） 

航 路  
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付図２ ７月１５日１８時００分（日本標準時）の地上天気図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 損傷状況 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路は真方位で

ある。 

　 　 　

北　緯 東　経

(時：分：秒) （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） （ノット）

18:18:38 34-42-30.8 134-50-14.8 024 162 0.0
18:21:05 34-42-30.8 134-50-14.8 023 162 0.0
18:22:05 34-42-30.7 134-50-14.9 023 135 0.2
18:23:05 34-42-30.5 134-50-15.2 023 140 0.3
18:24:05 34-42-30.2 134-50-15.5 025 131 0.3
18:25:05 34-42-30.1 134-50-15.9 028 089 0.3
18:26:05 34-42-30.4 134-50-16.4 033 051 0.4
18:27:05 34-42-30.8 134-50-16.9 040 037 0.7
18:28:05 34-42-31.7 134-50-17.6 049 030 1.1
18:29:06 34-42-33.1 134-50-18.6 064 036 1.7
18:30:06 34-42-34.3 134-50-20.2 080 049 1.8
18:31:06 34-42-35.3 134-50-22.1 098 060 1.9
18:32:06 34-42-35.9 134-50-24.3 115 078 1.9
18:33:06 34-42-35.8 134-50-26.7 131 097 2.0
18:34:06 34-42-35.1 134-50-29.1 147 115 2.1
18:35:06 34-42-33.7 134-50-31.3 161 135 2.2
18:36:06 34-42-31.8 134-50-32.8 174 154 2.3
18:37:06 34-42-29.4 134-50-33.6 186 170 2.4
18:38:06 34-42-26.9 134-50-33.7 196 183 2.6
18:39:06 34-42-24.4 134-50-33.2 205 189 1.2
18:39:15 34-42-24.4 134-50-33.2 205 186 0.5
18:39:26 34-42-24.4 134-50-33.2 205 173 0.1
18:39:36 34-42-24.4 134-50-33.2 205 150 0.1
18:39:55 34-42-24.4 134-50-33.2 205 149 0.0
18:40:15 34-42-24.4 134-50-33.2 205 149 0.0

船　　位
船首方位 対地針路 対地速力時　刻


